
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 内 部 監 査 規 程 及 び 京 都 大 学 事 務 委 任 等 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

国立大学法人京都大学内部監査規程
（平成１７年６月１４日総長裁定）

（前 略）
（監査の実施） （監査の実施）

第３条 （略） 第３条 （同 左）
２ 監査は、原則として、実地監査により行う。た ２ 監査は、原則として、実地監査により行う。た

だし、状況によっては、監査を受ける部局等（各 だし、状況によっては、監査を受ける部局等（各
（ 、 、 、研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属 研究科等 各研究科 各附置研究所 附属図書館

病院及び各センター（国立大学法人京都大学の組 医学部附属病院及び各センター（国立大学法人京
織に関する規程（平成１６年達示第１号。以下こ 都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１
の項において「組織規程」という ）第３章第７節 号。以下この項において「組織規程」という ）第。 。
から第１１節に定める施設等をいう ）並びに本部 ３章第７節から第１１節に定める施設等をいう ）。 。
の事務組織（組織規程第５２条第１項に定めるも をいい、組織規程第５３条第１項の事務組織を含
のをいう ）の各室、各部及び各センター、宇治地 む ）並びに本部の事務組織（組織規程第５２条第。 。
区事務部並びに三研究科共通事務部をいう。以下 １項に定めるものをいう ）の各室、各部及び各セ。
「監査の対象部局」という ）から書類等を取り寄 ンターをいう。以下「監査の対象部局」という ）。 。
せ、書面審査により行うことができる。 から書類等を取り寄せ、書面審査により行うこと

ができる。
（後 略）

京都大学事務委任等規程
（昭和４５年１０月３１日総長裁定）

（前 略）
第２条 この規程において 部局 とは 各研究科 第２条 この規程において「部局」とは、各研究科「 」 、 、

各附置研究所、医学部附属病院、附属図書館、各 等（各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、
センター（国立大学法人京都大学の組織に関する 附属図書館、各センター等（国立大学法人京都大
規程（平成１６年達示第１号。次条において「組 学の組織に関する規程（平成１６年達示第１号。
織規程」という ）第３章第７節、第８節、第１０ 次条において「組織規程」という ）第３章第７節。 。
節及び第１１節に定める施設等をいう ）及び高等 から第１１節まで（第４７条の２から第４７条の。

。） 。） 、教育研究開発推進機構並びに宇治地区事務部及び ６までを除く に定める施設等をいう をいい
三研究科共通事務部をいう。 組織規程第５３条第１項の事務組織を含む ）をい。

う。
２～７ （略） ２～７ （同 左）

（後 略）
附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。


